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原因分析委員会第五部会 

 

１．事例の概要 

２回経産婦。妊娠３６週以降尿蛋白（＋）がみられ、妊娠３７週以降の収

縮期血圧は１４０ｍｍＨｇ台であった。妊娠３８週６日、陣痛発来と少量の

性器出血を自覚し入院した。子宮口の開大は５～６ｃｍであった。血圧は１

６０／９０ｍｍＨｇであったが、眼華閃発などの自覚症状はなかった。胎児

心拍数陣痛図は、基線細変動はなく、遅発一過性徐脈様の所見を認め、助産

師は医師へ報告したところ、様子をみるよう伝えられた。その後、妊産婦の

血圧は１７６／９８ｍｍＨｇに上昇したため医師の指示でニフェジピン徐放

剤を内服させた。入院から１時間４０分後、医師が内診し、子宮口の開大９

ｃｍ、児頭の位置Ｓｐ－２～－１ｃｍで、医師は経腟分娩の方が早いと判断

した。血圧は１７０/１０７ｍｍＨｇであった。医師の内診から１７分後、医

師は人工破膜を施行し、子宮口全開大が確認され、持続性の徐脈が認められ、

吸引分娩、クリステレル胎児圧出法が行われ、子宮口全開大から１１分後に

児が娩出された。臍帯巻絡、血性羊水はなく、羊水混濁が（２＋）で認めら

れ、胎盤の中央に凝血塊が付着していた。胎盤病理組織学検査において常位

胎盤早期剥離が考えられる所見と判断された。 

在胎週数は３８週６日で、体重２８０６ｇであった。臍帯動脈血ガス分析

値は、ｐＨ６．７５７、ＰＣＯ２６８．０ｍｍＨｇ、ＰＯ２１９．０ｍｍＨｇ、
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ＨＣＯ３
－９．４ｍｍｏｌ／Ｌ、ＢＥ－２７．０ｍｍｏｌ／Ｌであった。出生

時、筋緊張はなく、全身蒼白で、蘇生法が行われたがアプガースコアは生後

１分、５分ともに０点であった。生後７分、気管挿管が行われ、アドレナリ

ンが投与された。その後心拍数が１００回／分以上となり、生後３０分、当

該分娩機関のＮＩＣＵ入室後、すぐに人工呼吸器が装着された。頭部超音波

断層法では、脳出血や痙攣発作は認められなかったが、原始反射が消失して

いる所見などから、重症低酸素性虚血性脳症と診断され、脳低温療法が開始

された。その後、脳波検査で痙攣と判断され、抗痙攣薬と催眠鎮静剤が投与

された。また、生後３時間の血液ガス分析値は、ｐＨ６．９２５、ＰＣＯ２１

９．４ｍｍＨｇであった。生後２０日、頭部ＭＲＩでは、低酸素性虚血性脳

症に相応する所見が認められた。 

本事例は病院における事例であり、産婦人科専門医２名（経験２７年、３

６年）、産科医２名（経験７年、９年）、小児科医４名（経験３～１７年）と、

助産師３名（経験２年、３年、１１年）、看護師１名（１６年）が関わった。 

 

２．脳性麻痺発症の原因 

本事例における脳性麻痺発症の原因は、常位胎盤早期剥離による重症の低酸

素・酸血症によって発症した低酸素性虚血性脳症であると考えられる。常位

胎盤早期剥離の関連因子として、妊娠高血圧症候群が背景にあった可能性が

ある。また、出生後、酸血症が少なくとも３時間持続したことも脳性麻痺の

増悪因子となった可能性がある。 

 

３．臨床経過に関する医学的評価 

妊娠３７週時に軽症妊娠高血圧症候群または軽症妊娠高血圧腎症の可能性

があるものの、本事例の発生時には軽症妊娠高血圧症候群に関してコンセン
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サスが得られたガイドラインは存在しなかったことから、入院安静等を考慮

せずに外来管理としたことは選択肢のひとつである。その他の妊娠中の管理

は概ね一般的である。 

陣痛発来のため入院後、胎児心拍数モニタリングを開始し、分娩まで継続

したことは一般的である。血圧のコントロールについて降圧剤を投与したこ

とは選択肢としてありうるが、降圧剤として徐放剤を選択したことの医学的

妥当性は不明である。入院後の胎児心拍数陣痛図においてレベル５（高度異

常波形）の状況で、助産師が医師に報告したことは基準内である。助産師の

報告に対して医師は様子をみるよう伝え、経過観察としたことは医学的妥当

性がない。 

新生児の心拍がないことを確認し、１分以内に胸骨圧迫、酸素投与、バッ

グ・マスクによる人工呼吸を開始したことは一般的であるが、バッグ・マス

クによる人工呼吸に先行して胸骨圧迫が行われたことは一般的ではない。児

の心拍が回復しなかったため、１０倍希釈アドレナリンを気管内投与したこ

とは一般的であり、投与量は基準内である。その他の蘇生処置は一般的であ

る。 

 

４．今後の産科医療向上のために検討すべき事項 

１）当該分娩機関における診療行為について検討すべき事項 

（１）胎児心拍数陣痛図の評価と対応、医師と看護スタッフの連携体制につ

いて 

院内でカンファレンスや事例検討が行われ、再発防止のための対策と

して、助産師に対しての胎児心拍モニタリング判読に関しての再教育、

深夜勤務帯における当直医師と助産師との連携体制の改善が行われたと

されている。医師、看護スタッフも含めた診療スタッフ全体で「産婦人
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科診療ガイドライン―産科編２０１１」を再度確認し、胎児心拍数レベ

ル分類に沿った対応と処置を行うことと、診療スタッフ間の連携をより

一層強化することが望まれる。 

（２）診療録の記載について 

吸引分娩、クリステレル胎児圧出法施行時の内診所見、実施回数につ

いては診療録に詳細に記載することが望まれる。 

（３）Ｂ群溶血性連鎖球菌（ＧＢＳ）スクリーニング検査について 

「産婦人科診療ガイドライン－産科編２０１１」では、妊娠３３週か

ら３７週での実施を推奨しており、ガイドラインに則して実施すること

が望まれる。 

 

２）当該分娩機関における設備や診療体制について検討すべき事項 

特になし。 

 

３）わが国における産科医療について検討すべき事項 

（１）学会・職能団体に対して 

   常位胎盤早期剥離の発生機序の解明、予防方法、早期診断に関する研

究を推進することが望まれる。 

（２）国・地方自治体に対して 

特になし。 


